
前 橋 東 警 察 署 協 議 会 議 事 録 

（令和７年度第２回定例会議) 

 

開 催 日 時 

令和７年９月１８日(木)   

視 察 午後２時から午後３時２０分までの間 

会 議 午後４時から午後５時３０分までの間 

開 催 場 所 
 視 察 鑑識科学センター 

 会 議 前橋東警察署 ４階大会議室 

 

出 

 

席 

 

者 

 

委   員

(定数１５人) 

 渡邉会長 武田委員 小屋委員 五十嵐委員 高橋委員 

 松村委員 大野委員 石井委員 杉山委員 新井委員 

 奥泉委員 赤石委員 

計１２人 

警  察 

 井上署長 田島副署長 本橋会計官 深田刑事生活安全官 

 武井警務課長 内藤留置管理課長 磯田生活安全課長 

 藤宮地域課長 古美門刑事第一課長 田島刑事第二課長 

 中山交通課長 中西警備課長 警務係長 

計１３人 

そ の 他 
 

 
 

議   事   の   概   要 

１ 挨拶概要 

(1) 会長挨拶 

日頃から管内の治安維持のために日夜奮闘されている警察署の皆様に心より感謝申し 

上げる。委員の皆様も地域や職域の代表として、意見要望などを警察署に伝えることに 

より、警察署の業務運営の警察活動の一助となれるようお願い申し上げる。 

 (2) 署長挨拶 

   委員の皆様におかれましては、お忙しい中本会議に出席いただき、心より感謝申し上 

げる。日頃から警察業務に対し深い関心を持ち、私共への応援をいただき深く感銘を受 

けた。委員の皆様方には質問や意見など遠慮なく申し出ていただき、各種問題を解決し 

ていきたいと考える。平素から警察行政各般にわたり、多くの御支援、御指導を賜り、 

厚く御礼申し上げる。 

２ 概況説明事項 

(1) 刑法犯認知・検挙状況 

 (2) 特殊詐欺発生状況 

 (3) 交通人身事故発生状況 

 (4) １１０通報受理状況 

 (5) 最近の特殊詐欺について（説明者 刑事第二課長） 

   最近はニセ警察詐欺という手口が増えており、特殊詐欺の一種として捜査している。 

以前は、示談金という名目で高齢者からお金をだまし取るものがほとんどであったが、

この詐欺は年齢の若い世代の者も被害に遭っている状況である。 

 また、ＳＮＳ型投資詐欺、ロマンス詐欺も増加傾向にあり、偽のアプリやサイトに誘 

導し、お金をつぎ込ませる方法で詐欺を働くものもある。 

 詐欺は電話から始まり、最近では携帯電話にかけてくる手口が増えている。＋（プラ 

ス）から始まる電話番号や、末尾が０１１０で終わる警察を装った電話番号等が使われ 

ている。対応としては、電話帳に登録されていない番号には出ないこと、留守番電話機 



能を活用すること、自分で調べた正規の電話番号に連絡して確認することが必要である。 

 ニセ警察詐欺の手口は、始めに警察官であると名乗り、「あなたは逮捕される、あな 

たの通帳やカードが犯罪に使用されている。」など言葉巧みに誘導される。さらに、「あ 

なたには守秘義務がある。他人に漏らせば逮捕される。」などの脅しをかけてくる。そ 

の後ＬＩＮＥに誘導しやりとりを始め、免許証の写真や個人情報を収集し、ビデオ通話 

に切り替え警察手帳を見せ信用させる。 

登場人物は多彩で、検察庁の検事役も出てきて、「容疑を晴らすためにはお金が必要 

である。」などと持ちかけてくる。偽の逮捕状などを示され脅されることにより、正常 

な判断ができない状態にさせられてしまうものである。ＬＩＮＥで警察手帳や逮捕状を 

示すことはあり得ないので、皆様の家族や友人の方々にも広くお声がけいただきたい。 

３ 意見、要望等（○～委員、●～署長等） 

 ○ 本日も詐欺と思われる電話があった。先ほどの特殊詐欺についての説明で、手口等が 

よくわかったので、これからも気をつけていく。〔意見〕 

 ○ 新堀町地内の大型ショッピングモール付近での事件・事故が増加傾向にあると思われ 

るが、どんな対応をしているのか。〔質問〕 

 ● これまでは駐在所が受け持ちであったが、２つの駐在所を統合して前橋南交番を立ち 

上げた。現在、交番を建設中であり勤務員を増員して治安の任に当たっている。〔回答〕 

 ○ 闇バイトについて教示願う。〔質問〕 

 ● 闇バイトの年齢層については、１０代から２０代の者が多い。この年代は、遊ぶ金が 

欲しくて申し込んでしまう。 

ＳＮＳでの勧誘がほとんどであり、「短時間で高額な報酬を得られる。」などのうた 

  い文句に注意していただき、特に若い世代に対して注意喚起していただきたい。万が一 

  の場合は、ハッキリと断ること、警察に相談することが重要である。〔回答〕 

 ○ 特殊詐欺の被害や、被害金額が一気に増加したのはなぜか。〔質問〕 

 ● 手口により金額が異なるが、通帳残高の限界まで引き出されてしまうことが要因の一 

つとして考えられる。〔回答〕 

 ○ ナンバープレートが盗まれた場合の措置を教示願う。〔質問〕 

 ● 盗難届の手続と、車両を運行するための手続を行う必要がある。ナンバープレートが

ない状態で車両を運行すれば違反となるので早期の届出を願う。諸費用については 

保険会社に相談し対応していただきたい。〔回答〕 

 ○ 駐車禁止標識のない団地内で路上駐車すると取締りの対象となるのか。〔質問〕 

 ● 道路の形状により違反になる場所とならない場所がある。事前に具体的な場所を教え

ていただければ、違反となる場所かどうか回答する。〔回答〕 

 ○ 横断歩道や路面標示が劣化して見えない場所が散見される。〔意見〕 

 ● 現在対応中の場所もあるので、現場を確認して対応する。〔回答〕 

４ 備考 

  次回の定例会議については、１２月１９日（金）とした。諮問事項については、後日書 

面で通知する。 

 

 


